
令和７年１２月１日（月）に、民生委員・児童委員の一斉改選が行われ、明祥地

区では１５名の委員のうち６名が任期満了により退任されました。  

 これまで、地域の様々な課題に向き合い、住民一人ひとりに寄り添いながら活動

してこられたみなさまに、心から感謝申し上げます。  

 民生委員・児童委員の活動は、地道なものがほとんどです。日常的な見守りや声

かけ、高齢者や障がいのある方・子育て家庭が抱える困りごとの相談対応、関係機

関との連携など、多岐にわたり地域福祉の基盤を支える役割を担っています。時に

難しい課題に向き合いながら、地域住民のみなさんが安心して暮らせるよう力を尽

くしてくださっています。  

 退任される６名のみなさまは、長きにわたり「地域の支え手」として、優しさと

行動力で私たちの暮らしを支えてくださいました。その積み重ねられた時間や経緯

は、これからも地域に受け継がれていく大きな財産です。  

 これまでのご労苦に深く敬意を表するとともに、今後のご健康とさらなるご活躍

をお祈り申し上げます。本当にありがとうございました。  

 また、このたびの改選で民生委員・児童委員となられたみなさま、地域福祉のた

めにお力添えいただきますよう、よろしくお願い致します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明祥地区社会福祉協議会（明祥プラザ内）   ◎  休業日：日・月・祝日  

明祥福祉センター    TEL ９２－３６４１  FAX  ９２－５７７４  

明祥地区社協  

福祉センター  

からのお知らせ  

地区社協だより 令和８年１月号  

 

地域を支える民生委員・児童委員のみなさま 

長い間ありがとうございました 

今回退任された民生委員・児童委員のみなさま  



 

 

ひとりで悩んでいませんか？  

「心配ごと相談所」のご案内 

どこに相談したらよいかわからない悩みや、日々の生活の中で感じる不安

についてお気軽にご相談下さい。相談内容は秘密厳守いたします。  

また、相談内容によっては、ご本人の同意を得たうえで、より適切な専門

機関やサービスをご紹介いたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談無料  

【相談日】  

♦毎週火曜日～土曜日   

 午後１時３０分から午後４時まで  

※  閉館日（毎週月曜日）、祝日、年末年始、お盆期間（8/13～8/15）

を除く  

【場所】  

◆総合福祉センター（安城市赤松町大北７８－１）  

【相談方法】  

♦面談・電話  予約不要。面談だけでなく、お電話でも可能です。  

【相談連絡先】  

０５６６―７７－７８８９  
 

（まず、事務局につながった後に、相談員におつなぎします。） 

問い合わせ：安城市社会福祉協議会  地域福祉係  TEL７７－７８８９  


